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虎ノ門一丁目地区の街づくりについて

２．これまでの主な経緯

平成２１年 ７月 「街づくり意見交換会」 開始

平成２２年１２月 虎ノ門一丁目地区市街地再開発準備組合 設立

平成２６年 ８月 街並み再生地区（虎ノ門駅南地区） 指定

平成２７年 ７月 都市計画決定 告示

平成２８年 １月 虎ノ門一丁目地区市街地再開発組合設立認可

平成２８年 ６月 権利変換計画認可

平成２９年 ２月 着工

令和 ２年 １月 しゅん工

令和 ３年 ６月 虎ノ門一丁目地区市街地再開発組合解散認可

１．計画地の位置・地区の概要

当地区は、南側を特別区道第１０１３号線、東側を放射第２１号線

（愛宕下通り）、北側を特別区道第１０１２号線、西側を特別区道第

１１６６号線に囲まれた虎ノ門一丁目内に位置する、約１．５haの地

区です。

当地区の南側には、環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画が定め

られており、環状第２号線（新虎通り）が平成２６年３月に開通、虎

ノ門ヒルズが平成２６年６月に開業しました。また、令和２年６月に

は、東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅が開業しました。

３．整備する主な公共施設等 ４．施設建築物の概要

高層棟（A-1街区） 教会棟（A-2街区）

敷地面積 約10,065㎡ 約295㎡

延床面積 約172,920㎡ 約500㎡

建築物の高さ 約185ｍ 約19ｍ

階 数 地上36階/地下３階 地上3階

主要用途 事務所・店舗・駐車場等 教会

種別 名称
規模

備考
幅員 延長

主要な
公共施設

地下歩行者通路 約６m 約370m 新設

公園 約1,200㎡ - 新設

バスターミナル 約1,000㎡ - 新設

地区施設 歩行者デッキ 約5.5ｍ 約30ｍ 新設
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【断面図】

■位置図 ・外観（北西より）

虎ノ門ヒルズ

虎ノ門駅前地区

虎ノ門一丁目地区市街地再開発
事業の施行区域

都市再生特別地区の区域

虎ノ門駅南地区 地区計画の区域

環状第二号線新橋・虎ノ門地区
地区計画の区域

歩行者デッキ

（新設）

【配置図】
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出典：国土地理院ホームページ（https://www.gsi.go.jp/)「地理院地図」を加工して作成

・西桜公園 ・地下歩行者通路

・バスターミナル ・歩行者デッキ
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虎ノ門一丁目地区

▽最高高さ 185.0ｍ
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